
技術向上と後進の育成に尽力した 7 人をたたえる
「令和４年度松戸市技能功労者表彰式」 

松戸市では、技能者の社会的地位の向上および更なる技術水準の高揚を図るため、

永年にわたり同一の職種に従事し、業界の発展と後進の育成に努められた方々を、 

『技能功労者』として、また、極めて卓越した技能を持ち、特に永年にわたり後継者

の育成に貢献し、人格的にも優れた技能者を『特別技能功労者（松戸マイスター）』と

してそれぞれ表彰しています。

つきましては、令和５年２月１５日（水）午前１１時より、「令和４年度松戸市技能

功労者表彰式」を執り行います。表彰式の様子を取材され、長年にわたり技能の研鑚

を続けてこられた方々の素晴らしさを市民の皆様にお伝えくださいますようお願い

いたします。

●開催日時 令和５年２月１５日（水）午前１１時から１２時

●場  所 松戸市役所新館５階 市民サロン

●対  象 別添「松戸市技能功労者及び松戸市特別技能功労者表彰制度」に記載

●表 彰 者 （１）特別技能功労者表彰(松戸マイスター) １職種１名 ※敬称略

氏名 職種 在職年数 
三橋 恵一 とび ３２年

（２）技能功労者表彰 ５職種６名 ※五十音順 敬称略

氏名 職種 在職年数 
伊敷 和利 電気工事 ３３年

川野 正 防水施工 ３１年

菊池 邦男 建築大工 ６３年

昆野 嘉一 左官 ３３年

高橋 直利 建築大工 ３２年

中山 剛 理容 ３２年

●参  考 同表彰式は、平成１５（２００３）年度から始まり、３０年以上同一

職種に従事している技術者が対象です。受賞者は、今年度の７人を含め

３７２人となります。 

松 戸 市 報 道 資 料

令 和 ５ 年 ２ 月 ７ 日

【本件に関する問い合わせ先】 
〒２７１－８５８８ 千葉県松戸市根本３８７－５ 

松戸市経済振興部商工振興課　☎０４７－７１１－６３７７ 

ＦＡＸ０４７－７１１－６３７７ ✉ mcsyoukou@city.matsudo.chiba.jp



松戸市技能功労者及び松戸市特別技能功労者表彰制度 
 

１．松戸市技能功労者表彰制度 

手工業等の技術水準の向上と後継者育成を目的に各業界で永年にわたり、従事して 
きた技能者を顕彰する。平成１５年度制定。 
 
（１）表彰対象者 

３０年以上（うち市内で２０年以上）同一職種に従事している年齢５０歳以上の人。 
 
（２）対象職種：１６４職種 

①街なかの職人・・・印刷、印章彫刻、菓子製造、クリーニング、広告美術仕上げ、   
自転車技術、自動車整備、写真、食肉、鍼灸・マッサージ、紳士
服製造、製麺他 

②建築職人・・・・・・・ガラス施工、かわらぶき、建設機械整備、建築大工、建築板金、
左官、さく井、造園、塗装、鳶、配管、表装、タイル張り、防水
加工、畳製作、ブロック建築他 

③工場の職人・・・・・家具製作、金型製作、ガラス製品製造、機械木工、貴金属装身具
製作、金属研磨仕上げ、金属プレス加工、紙器・段ボール箱製造、
酒造、製靴、製本、染色他 

上記の他、技能検定制度のある職種 
 
（３）推薦方法 

技能関係団体等約９０団体（技能関係団体、商店会連合会、工業会、商工会議所等）
からの推薦 
 ※個人の自薦、他薦は認めない。 
 
（４）推薦人数 

原則として、１団体につき１名。ただし、複数の技能職種で構成される団体または
技能者が１００名（市内の会員数）を超える団体については、２名まで推薦すること
ができる。 
 
（５）表彰者の選定方法 

各技能関係団体からの推薦を受け、技能功労者選考委員会で選考を行い、市長が 
表彰する。 
 
（６）表彰実績 

平成１５年度…５２名、平成１６年度…５３名、平成１７年度…４３名 
平成１８年度…４９名、平成１９年度…２７名、平成２０年度…２０名 
平成２１年度…１９名、平成２２年度…１５名、平成２３年度…１０名 
平成２４年度…１０名、平成２５年度… ６名、平成２６年度… ６名 
平成２７年度… ８名、平成２８年度… ９名、平成２９年度… ５名 
平成３０年度… ９名、令和 元年度… ４名、令和 ２年度… ７名 
令和 ３年度… ６名、令和 ４年度… ６名     合計３６４名 



 
２．松戸市特別技能功労者表彰制度 

従来の技能功労者表彰制度を基本として、更に卓越した技能者を表彰する「特別 
技能功労者（松戸マイスター）表彰制度」を平成１９年度に創設。 
 
（１）制度の目的 

本市において、極めて卓越した技能を持ち、特に永年にわたり後継者の育成に貢献
し、人格的にも優れた技能者を顕彰することにより、さらなる技能水準の向上並びに
その技能の保存及び継承を図るとともに、技能者の社会的地位の確立と後進の育成等
を奨励することを目的とする。 
 
（２）表彰対象者 

３０年以上（うち市内で２０年以上）同一職種に従事している、年齢５０歳以上の
現役の技能者で、下記の①～④の条件に全て該当する者。 
①極めて優れた技能を有していること 

 ②公的資格等を有していること 
③後進の指導育成や技能伝承の実績を有していること 

 ④人格等が優れていること 
※ただし、国や県の技能に関する同種の表彰や勲章を受章した者、他の技能者の模範
とならない者は表彰対象としない。 

※過去の技能功労者表彰を受賞した者も対象とする。 
 
（３）対象職種 

 技能功労者表彰制度の対象職種と同様 
 
（４）推薦方法 

技能功労者表彰制度の推薦方法と同様 
 
（５）推薦人数 

１団体につき１名 
 
（６）表彰者の選定方法 

各技能関係団体からの推薦を受け、技能功労者選考委員会において書類内容の審査、
必要に応じ実地調査を行う。特別技能功労者の推薦要件を満たしているか、総合的な
見地から表彰を受けることの適格性について審査し、被表彰者を選考する。 
 
（７）表彰実績 
 平成１９年度…２名、平成２０年度…２名、平成２１年度…２名 
 平成２２年度…０名、平成２３年度…０名、平成２４年度…０名 
 平成２５年度…０名、平成２６年度…０名、平成２７年度…１名 
 平成２８年度…０名、平成２９年度…０名、平成３０年度…０名 
 令和 元年度…０名、令和 ２年度…０名、令和 ３年度…０名 
 令和 ４年度…１名                合計８名 


